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May 26, 2003 
都市公団 

横尾 克美 
 

都市・住宅政策としてのコンバージョン（英国の場合） 

 
（はじめに） 

既存建物を用途転換する歴史は、恐らく人類が定着生活を始めた頃程に古い。近代技術

を持たない人々にとって、壁面、天井の処理等は、相当に困難だったし、石材を基本素材

とする建物であれば、いつの時代でも貴重なものだったからである。 
最近の英国都市政策は、世帯の小規模化等の傾向に合わせた住宅対策を大きな政策アジ

ェンダとしている。この時、グリーンベルト保全への配慮から、従前開発地（ブラウンフ

ィールド）の活用、その障害除去に大きな期待が集まったが、一方で、資源有効利用の観

点から、コンバージョンも、小さな存在だが、焦点化した。 
なお、英国の Conversion とは、我が国で言う「用途変換」を伴う内部改修ばかりでなく、

建物資産の「部分改装」、「全部改装」、「建替え」（１棟又は団地全体で所有権の移転を伴わ

ない。）、再開発の全てを指す。但し、その定義は、公式には為されておらず、統計的な処

理（推計）に問題を残している。 
 
以下は、今回の南氏のご発表に合わせて、英国政府ウェブサイトにある関連資料からそ

の内容をピックアップしたものである。 
 

（１９９４年度実施調査『公営住宅のコンバージョン』） 
「住宅投資プログラム」ＨＩＰ２は、コンバージョンの金額及び戸数を掲載しているが、

そこでのコンバージョンの定義は、「同一資産において、幾つかの住居に変化を加える作

業」である。１９９４年度の調査によると、上記統計の２３２５戸（全公営住宅３５００

千戸中）という数値は、３０乃至４０％方過大である。これは、高齢者用に改装した戸数

を含む等の誤差と見込まれる。１３１４戸は、もともと１７０２戸であり、内５０％は、

規模拡大等の一般的な需要に応えたもの、４４％は、浴室を共用するベッドシット等に改

装したもの。その他６％は、商用化、事務所か、ホテル化された。 
公共当局の改修の動機は、ストックの陳腐化を防ぎ、空室を減らし、コミュニティの安

定を図るとしている。改修の態様は、様々で、拡張する、商用にする、洗濯室を設ける、

個人的な要望に応えた等である。改修結果としては、維持・管理がし易くなり、賃料収入

も増えたとしている。近未来も限られた予算の中で、優先的取り扱いがされようし、長期

的にも単身世帯増、緑地帯の保全、新規供給資金減から、増える見込み。従来はなかった
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戸建てからフラットへの改修が必要になることもある。 
改修の動機は、大体、不人気で賃貸が困難になっているものを対照にすることが多い。

ホームレス用、６０年代の団地を現代化する場合、大家族用、団地商店用、洗濯室化、記

念建築物用、事務所用等である。 
改修件数が少ないのは、専ら、優先度が低いことに拠る。予算配分が少なければ、地方

当局は、住宅協会等への処分を急ぐ方を取る。改修の場合は、複雑な過程を踏む。デザイ

ン決定であり、空間標準、部屋のレイアウト、敷地制約、工事用駐車場、現場工事事務所

等への配慮がいる。現居住者、近隣者等との何回もの協議が必要である。彼らは、都合が

良ければ歓迎するし、都合が悪ければ反対する。 
４０％のものは、完全に空室化しており、何らの手当が要らない。しかし、高齢者が残

っている場合は、難しく、時間を消費しがちになる。 
ある地方当局は、改修より、全面再開発の方が割安だという。費用比較は、ケース毎に

対応が違い、合理的な計算ができない。 
改修プロセスに関連した施設整備が行われることが多い。管理不要部品に取り替えたり、

安全装置を現代化したり、暖房システム、キッチン、浴室を改装したりする等である。工

事期間中は、賃貸収入が止まるが、工事終了後は、ある場合は、収入が増え、ある場合は、

減る。戸数増の時、増え、逆の場合は減ることが多い。軽々な判断はできないが、現在は、

維持管理費の節減が強く求められている時代とも言える。 
改修は、そのままでは誰も入らないような資産を有効資産に変える手法である。ある住

戸型を求めて何ヶ月も勝たされる場合がある反面、さほどの緊急性が無くても直ぐに入れ

る場合があることはこれを物語っている。改修を実施した地方当局は、概ね満足している。 
一部屋の住居は、融通が利かない。今後は、小さい住居は、作らない方がよい。 
 

（１９９９年調査『コンバージョンと再開発』） 
調査意図は、２０１６年までの世帯増に対応した政府施策として、従前開発地の活用の

他、コンバージョンに注目しても良いとする点にある。考察の対象とするのは、前述のも

のと対照的に、民間セクターによる次の三つのタイプである。 
コンバージョン：非居住用資産の住居化及び住居の他用途転換 
大規模改修 Subdivision：戸建て住宅及びフラットを分割して、フラット及び複数世帯居

住資産ＨＭＯｓに変更すること、及び１以上の住戸から戸建て住宅又はフラットを作るこ

と。 
撤去及び再開発 Demolition and Redevelopment：敷地上で住居を撤去し、続いて再開発

すること。 
調査は、文献調査、ケース・スタディ、将来的可能性の検討からなる。 
 
地方当局の基礎データが必ずしも明瞭でない。特に従前状態、コンバージョンの定義、
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世帯数の処理にばらつきがある。従って、将来推計もその程度の許容範囲で見るべきであ

る。 
活動型は、用途変更 Changes of use、大規模改修、再開発に分かれる。 
用途変更は、過去１０年間、年当たり３千戸以上が実施されたという。大規模改修は、

民間ベースで、年当たり１４千戸以上という。再開発住宅は、年当たり５千戸から１２千

戸まで分散する推計ができる。 
 
用途変更は、事務所、工場、小売施設、フラット、農業用建物、公共施設からフラット

への転換がある。大規模改修は、戸建て住宅、フラット、複数世帯居住資産からフラット、

複数居住資産、戸建て住宅への転換、再開発は、戸建て住宅、フラットから戸建て住宅、

フラットへの転換があり得る。これら全部で、年間１７千戸の追加供給が可能である。 
但し、これら手法の適用については、地域差がある。実施地区そのものの住宅需要圧力

が小さければ話にならない。事業規模、不動産価格水準が適正でなければ民間は付いてこ

ない。事業期間中工事費、処分価格に影響を与える価格水準も民間活動に大きな変化を与

える。 
政策的には、特に住宅用地としてのグリーンベルトの運用に大きく依存する。一般的に、

住宅市場では、フラットは、明らかに戸建て住宅に劣位である。 
人口構造が高齢化し、小規模世帯化していることから、都心、辺縁部にも相当の需要が

あると見込まれる。経済の構造的変化、例えば、商工業ビルの需要減退、価値低減、購買

行動の変化、食品等の自家製化傾向、世帯用需要の現象、地区固有の人気、再開発による

環境改善効果、起業精神の弱いところではＳＲＤ等による補助金による事業限界の嵩上げ、

ＶＡＴの引き下げ等が推進要因になる。 
建物としては、大規模で、旧式で、煉瓦造りの工場等が向いており、現代建築物は、困

難か、不可能である。従前建物の内部は、換気ルート、床面積、窓等の開口部の向き、最

低２０㍍欲しい敷地規模等である。 
民デベ、投資家の行動様式に注意して、彼らを惹き付ける必要がある。再開発等には、

土地集約をもっと効率的に、迅速に、リスクを小さくする必要がある。 
地域的には、大都市に集中するだろう。公共施設、交通事情が良好な地区が優先される

だろう。 
年当たりの見込み量としては、用途変更が５６００戸から９５００戸、大規模改修が６

６００戸から９５００戸まで、再開発が６１００戸から７５００戸まで、計１８０００戸

から２６５００戸までと推計できる。 
 

（計画行政ガイダンスＮＯ３） 
ＰＰＧと称される「計画行政ガイダンス」ＮＯ３は、住宅行政を扱う。そこでは、住宅

政策の目標として、第一に全員が「相 応
ディーセント

の住宅」機会を持つとし、次いで、住宅選択を拡
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大し、住宅それ自体が居住者の社会的特性を表象しないようにすべき、と言う。 
コンバージョンに関しては、パラグラフ２が、地方計画当局が為すべきこととして、都

市内の住宅需要に応えるべく十分な土地を手当てし、この場合、緑地帯に先立って従前開

発地を優先し、更に空き家の利用を促進し、既存建物を改修するようにしている。 
パラグラフ２１から４３は、その必要を繰り返す。開発の持続可能性に関連して、既存

建物のコンバージョンと再利用
リ ユ ー ス

を図ること、殊に非住宅から住宅用にできるもの、全国目

標として追加住宅の６０％を従前開発地及び既存建物のコンバージョンで賄うこと、これ

らリサイクルの数値目標等は、構造計画
ストラクチャー

であれ、地域計画
ロ ー カ ル

であれ、「地方計画ガイダンス」

（ＰＰＧ１１）に計上すること、とする要旨である。パラグラフ４１は、表題を「建物再

利用／コンバージョン」とし、次のように言う。 
 
住宅、他用途の建物及び店舗上階空間のコンバージョンは、追加的な住宅、特に都心に

おける住宅の重要な資源になる。地方計画当局は、次の積極的な方策を講じなければなら

ない。・空き家住宅、商用空き建物及び店舗上階の床を特定し、住宅用に転用すること。こ

の場合、地方当局の住宅実施計画及び空き施設戦略と連繋し、適当な箇所では強制収用手

続きによる資産取得を行う。・このようなコンバージョンを推進するために、密度、駐車場、

アメニティ空間及び眺望への配慮に関して、開発計画標準に柔軟な姿勢で当たるものとす

る。 
 

（２０００年都市白書等） 
２０００年１１月の都市白書『アーバン・ルネッサンスの未来』では、第４章（パラグ

ラフ４．２９～４．３５で「従前開発地及び空き資産の利用促進」として、また囲み記事

で扱われている。その要旨は、次の通り。 
 
７０万戸の住宅が空き家で、その殆どは、都市内（中心部、辺縁部及び郊外）にあり、

且つ売却中等の摩擦的なものである。１年以上空き家のままなものは、約２２．５万戸で

あり、この他に住宅転用可能な空き施設が相当量ある。原因は、ダイナミックな社会経済

の自然的側面的効果として、産業時代の遺物として、地域の衰退、人口減少の結果として

の三つであるが、資源的に勿体ない他、コミュニティの環境を損なう、として次の措置を

採る。・空き施設対策総合戦略を策定するように地方当局を督励し、・その実績を報告さ

せ、・政府は、資産専門家及び「住宅資産全国研修組織」と協働して、スキル向上措置を採

る。 
 
都市白書に１週間先立って発表された蔵相「予算前報告」は、・下記改装費用の１００％

経費計上承認制度の他、改装費用の付加価値税を５％まで低減すること、更に改装した資

産の売却に関しては、課税しないとしている。「予算前報告」とは、毎春行われる「予算報
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告」の緑書の類である。 
 
同年発表された「住宅緑書」及び「住宅政策表明書」では、コンバージョンに殆ど触れ

ないが、公営住宅を「相 応
ディーセント

の住宅」水準にするために必要な資金として、約１９０億ポン

ドを推計し、各回の「歳出見直し」＝「公共投資３カ年計画」数値を挙げ、２０１０年ま

での１００％達成を目指すとしている。 
 
なお、イングランドの全住宅戸数は約２１２７万戸、内自治体運営公営住宅は約２７１

万戸、年間新築戸数は１４万戸弱である。ＧＤＰに占める住宅投資比率は、３．５％程度

（５％）であり、また住宅の取引件数は、ストックに対して１０％前後（５％）で高くまた変

動が激しい。住宅価格は、地方差が大きく、ロンドン、東南部が最も高い。８０年代後半

に価格高騰を経験した後、９０年代は、リッセッション、後半から徐々に上がり始め、昨

年は、１０％強上がった。応答があったが、括弧書きは、平均的な西欧諸国の数値。 

 
（税制上の措置） 

上記改修費用１００％経費計上承認制度とは、それは、空間のリサイクルを奨励するも

ので、商店等の所有者及び占有者が空室で低度利用しかされていない上階を賃貸用フラッ

トに転換する意思を持つ場合、その改修に要する費用（我が国では、資本費支出による減

価償却資産として、経年的に費用計上が認められる。）を１００％支出時に経費計上させる

というものである。 
内国歳入庁のウェブサイトによると、当該資産は、１９８０年以前建設のもので、地階

を除き、５階を越えない建物で、所有者自らの建設に掛かるもので、１階以上の床が第一

義的に居住用であるものである。１階は、居住用、商業用又はその他複合利用でも良い。

改装の時期において、全部又は殆どの部分が以下のものとして課税上の取り扱いを受けて

いたものに限る。 
Ａ１：大体において、小売商店 
Ａ２：金融及び専門職業サービス（弁護士、会計士等） 
Ａ３：飲食店 
Ｂ１：住居地区でも可能な事務所（Ａ２でないもの）、調査研究機関、産業工程の一部処理 
Ｄ１：医療及び健康サービス、例えば、一般内科医、歯医者 
上階は、改装工事開始前１年以上、倉庫利用者を除き占有者が無いものとする。この条

件に全部の床が合致しない場合は、該当分と非該当分に比例配分する。 
改修工事は、既存建物の範囲内に限るが、上階へのアクセス設置工事で敷地外に張り出

す場合は含むものとし、団地総合改修の場合は、対象としないものとする。 
改修される住戸は、独立し、１階床を経由することなく外部設置アクセスで部屋に通じ

なければならない。４部屋を越えてはならない。この場合、キッチン、浴室、クローク、
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ポーチを含まない。また、高価物件は、対象から除く。詳細な適用については、産業用建

物にかかる資本計上ＩＢＡの例による。 
 
なお、改修工事に係る付加価値税については、通常１７．５％のところ、５％の低率適

用（ＥＵ規則上の最低税率）とする。また、以上の措置は、２００１年４月１日以降、イ

ングランドとウェールズに限るが、スコットランド等にも適用される見込み。 
 

（アーバン・サミットでのブラウン蔵相演説） 
 昨秋１１月１日、バーミンガムで行われたアーバン・サミットで、蔵相は、「第三の道」

の狙いを人、街区、都市、地方間の格差是正にあるとする一方、経済に重点を置いた政策

展開を主張した。その中心に環境の再生の重要性を認識すること、都市内部に新事業を誘

い込むことがあるとして、コンバージョンに触れ、上記１００％の経費計上措置および付

加価値税の低減化を述べた。 
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